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○ 栃 木 県 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則

栃 木 県 規 則 第 五 十 号

栃 木 県 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 則 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 公 布 さ れ て い る 規 則 （ 以 下 「 既 存 規 則 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左

横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 規 則 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 規 則 に お け る 右 方 は こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 既 存 規 則 （ 以 下 「 改 正 後 規 則 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 規 則 に お け る 上 方 は 改 正 後 規 則 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 規 則 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 規 則 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 規 則 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 表 （ 別 表 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 及 び 様

式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 規 則 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 章 、 節 、 条 、 表 及 び 様 式 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 号 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

四 号 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ 五 十 音 順 に よ る

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字 片 仮 名

五 号 を 第 三 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び ア ル フ ァ ベ ッ ト 順 に よ る 小 文 字 の ア ル

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字 フ ァ ベ ッ ト

六 表 中 そ の 内 容 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い ア ラ ビ ア 数 字

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

七 表 中 そ の 内 容 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

八 表 中 そ の 内 容 を 第 三 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

九 表 中 そ の 内 容 を 第 四 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ 五 十 音 順 に よ る

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字 片 仮 名

十 表 中 そ の 内 容 を 第 五 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い ア ル フ ァ ベ ッ ト 順 に よ る 小 文 字 の ア ル

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字 フ ァ ベ ッ ト

十 一 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字 （ 漢 数 字 を 区 切 る 読 点 は

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の 削 り 、 三 桁 ご と に コ ン マ に よ っ て 区 切

（
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○ 栃 木 県 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則

栃 木 県 規 則 第 五 十 号

栃 木 県 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 則 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 公 布 さ れ て い る 規 則 （ 以 下 「 既 存 規 則 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左

横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 規 則 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 規 則 に お け る 右 方 は こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 既 存 規 則 （ 以 下 「 改 正 後 規 則 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 規 則 に お け る 上 方 は 改 正 後 規 則 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 規 則 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 規 則 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 規 則 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 表 （ 別 表 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 及 び 様

式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 規 則 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 章 、 節 、 条 、 表 及 び 様 式 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 号 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

四 号 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ 五 十 音 順 に よ る

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字 片 仮 名

五 号 を 第 三 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び ア ル フ ァ ベ ッ ト 順 に よ る 小 文 字 の ア ル

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字 フ ァ ベ ッ ト

六 表 中 そ の 内 容 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い ア ラ ビ ア 数 字

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

七 表 中 そ の 内 容 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

八 表 中 そ の 内 容 を 第 三 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

九 表 中 そ の 内 容 を 第 四 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ 五 十 音 順 に よ る

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字 片 仮 名

十 表 中 そ の 内 容 を 第 五 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い ア ル フ ァ ベ ッ ト 順 に よ る 小 文 字 の ア ル

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字 フ ァ ベ ッ ト

十 一 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字 （ 漢 数 字 を 区 切 る 読 点 は

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の 削 り 、 三 桁 ご と に コ ン マ に よ っ て 区 切

（
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）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の る と と も に 、 小 数 点 を 表 す 中 点 は ピ リ

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表 オ ド に 改 め る も の と す る 。 ）

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（
十 二 左 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 用 い ら れ て い る も 次

の に 限 る 。 ）

十 三 右 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 用 い ら れ て い る も 上 記

の に 限 る 。 ）

十 四 上 欄 左 欄

十 五 下 欄 右 欄

十 六 よ う 音 に 用 い る 「 や 」 、 「 ゆ 」 、 「 よ 」 、 「 ヤ 」 、 「 ユ 」 そ れ ぞ れ 「 ゃ 」 、 「 ゅ 」 、 「 ょ 」 、

又 は 「 ヨ 」 「 ャ 」 、 「 ュ 」 又 は 「 ョ 」

十 七 促 音 に 用 い る 「 つ 」 又 は 「 ツ 」 そ れ ぞ れ 「 っ 」 又 は 「 ッ 」

２ 前 項 の 表 十 二 の 項 か ら 十 五 の 項 ま で の 規 定 は 、 既 存 規 則 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 表 及 び

様 式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

３ 第 一 項 の 表 三 の 項 か ら 十 の 項 ま で 及 び 十 二 の 項 か ら 十 七 の 項 ま で の 規 定 は 、 法 令 の 規 定 を 引 用 す る 部 分 に

つ い て は 、 適 用 し な い 。

４ 前 三 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 知 事 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 知 事 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 文 書 学 事 課 ）

栃 木 県 告 示 第 五 百 四 十 八 号

栃 木 県 告 示 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 告 示 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 程 は 、 こ の 規 程 の 施 行 の 際 現 に 公 表 さ れ て い る 告 示 （ 縦 書 き の 形 式 を と っ て い る も の に 限 る 。

以 下 「 既 存 告 示 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 告 示 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 告 示 に お け る 右 方 は こ の 規 程 に よ る 改 正 後 の 既 存 告 示 （ 以 下 「 改 正 後 告 示 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 告 示 に お け る 上 方 は 改 正 後 告 示 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 告 示 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 告 示 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 告 示 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 表 （ 別 表 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 及 び 様

式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 告 示 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 条 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 号 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

四 表 中 そ の 内 容 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い ア ラ ビ ア 数 字

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

五 表 中 そ の 内 容 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

六 表 中 そ の 内 容 を 第 三 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

七 表 中 そ の 内 容 を 第 四 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ 五 十 音 順 に よ る

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字 片 仮 名

八 表 中 そ の 内 容 を 第 五 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い ア ル フ ァ ベ ッ ト 順 に よ る 小 文 字 の ア ル

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字 フ ァ ベ ッ ト

九 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字 （ 漢 数 字 を 区 切 る 読 点 は

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の 削 り 、 三 桁 ご と に コ ン マ に よ っ て 区 切

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の る と と も に 、 小 数 点 を 表 す 中 点 は ピ リ

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表 オ ド に 改 め る も の と す る 。 ）

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（
十 左 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 用 い ら れ て い る も の 次



（4） 号外第58号令和３（2021）年10月29日　金曜日 栃 木 県 公 報
栃 木 県 告 示 第 号

栃 木 県 告 示 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 告 示 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 程 は 、 こ の 規 程 の 施 行 の 際 現 に 公 表 さ れ て い る 告 示 （ 縦 書 き の 形 式 を と っ て い る も の に 限 る 。

以 下 「 既 存 告 示 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 告 示 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 告 示 に お け る 右 方 は こ の 規 程 に よ る 改 正 後 の 既 存 告 示 （ 以 下 「 改 正 後 告 示 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 告 示 に お け る 上 方 は 改 正 後 告 示 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 告 示 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 告 示 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 告 示 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 表 （ 別 表 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 及 び 様

式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 告 示 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 条 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 号 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

四 表 中 そ の 内 容 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い ア ラ ビ ア 数 字

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

五 表 中 そ の 内 容 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

六 表 中 そ の 内 容 を 第 三 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

七 表 中 そ の 内 容 を 第 四 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ 五 十 音 順 に よ る

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字 片 仮 名

八 表 中 そ の 内 容 を 第 五 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い ア ル フ ァ ベ ッ ト 順 に よ る 小 文 字 の ア ル

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字 フ ァ ベ ッ ト

九 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字 （ 漢 数 字 を 区 切 る 読 点 は

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の 削 り 、 三 桁 ご と に コ ン マ に よ っ て 区 切

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の る と と も に 、 小 数 点 を 表 す 中 点 は ピ リ

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表 オ ド に 改 め る も の と す る 。 ）

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（
十 左 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 用 い ら れ て い る も の 次

に 限 る 。 ）

十 一 右 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 用 い ら れ て い る も 上 記

の に 限 る 。 ）

十 二 上 欄 左 欄

十 三 下 欄 右 欄

十 四 よ う 音 に 用 い る 「 や 」 、 「 ゆ 」 、 「 よ 」 、 「 ヤ 」 、 「 ユ 」 そ れ ぞ れ 「 ゃ 」 、 「 ゅ 」 、 「 ょ 」 、

又 は 「 ヨ 」 「 ャ 」 、 「 ュ 」 又 は 「 ョ 」

十 五 促 音 に 用 い る 「 つ 」 又 は 「 ツ 」 そ れ ぞ れ 「 っ 」 又 は 「 ッ 」

２ 前 項 の 表 十 の 項 か ら 十 三 の 項 ま で の 規 定 は 、 既 存 告 示 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 表 及 び 様

式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

３ 第 一 項 の 表 三 の 項 か ら 八 の 項 ま で 及 び 十 の 項 か ら 十 五 の 項 ま で の 規 定 は 、 法 令 の 規 定 を 引 用 す る 部 分 に つ

い て は 、 適 用 し な い 。

４ 前 三 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 知 事 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 程 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 知 事 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 文 書 学 事 課 ）



（5）号外第58号栃 木 県 公 報令和３（2021）年10月29日　金曜日

訓 令

に 限 る 。 ）

十 一 右 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 用 い ら れ て い る も 上 記

の に 限 る 。 ）

十 二 上 欄 左 欄

十 三 下 欄 右 欄

十 四 よ う 音 に 用 い る 「 や 」 、 「 ゆ 」 、 「 よ 」 、 「 ヤ 」 、 「 ユ 」 そ れ ぞ れ 「 ゃ 」 、 「 ゅ 」 、 「 ょ 」 、

又 は 「 ヨ 」 「 ャ 」 、 「 ュ 」 又 は 「 ョ 」

十 五 促 音 に 用 い る 「 つ 」 又 は 「 ツ 」 そ れ ぞ れ 「 っ 」 又 は 「 ッ 」

２ 前 項 の 表 十 の 項 か ら 十 三 の 項 ま で の 規 定 は 、 既 存 告 示 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 表 及 び 様

式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

３ 第 一 項 の 表 三 の 項 か ら 八 の 項 ま で 及 び 十 の 項 か ら 十 五 の 項 ま で の 規 定 は 、 法 令 の 規 定 を 引 用 す る 部 分 に つ

い て は 、 適 用 し な い 。

４ 前 三 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 知 事 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 程 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 知 事 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 文 書 学 事 課 ）

○ 栃 木 県 訓 令 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 訓 令 第 十 四 号

本 庁

出 先 機 関

栃 木 県 訓 令 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 訓 令 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 訓 令

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 訓 令 は 、 こ の 訓 令 の 施 行 の 際 現 に 公 表 さ れ て い る 訓 令 （ 以 下 「 既 存 訓 令 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左

横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 訓 令 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 訓 令 に お け る 右 方 は こ の 訓 令 に よ る 改 正 後 の 既 存 訓 令 （ 以 下 「 改 正 後 訓 令 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 訓 令 に お け る 上 方 は 改 正 後 訓 令 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 訓 令 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 訓 令 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 訓 令 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 表 （ 別 表 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 及 び 様

式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 訓 令 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 章 、 節 、 条 及 び 様 式 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 号 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

四 号 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ 五 十 音 順 に よ る

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字 片 仮 名

五 表 中 そ の 内 容 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い ア ラ ビ ア 数 字

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

六 表 中 そ の 内 容 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

七 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字 （ 漢 数 字 を 区 切 る 読 点 は

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の 削 り 、 三 桁 ご と に コ ン マ に よ っ て 区 切

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の る と と も に 、 小 数 点 を 表 す 中 点 は ピ リ

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表 オ ド に 改 め る も の と す る 。 ）

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（
八 左 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 用 い ら れ て い る も の 次

に 限 る 。 ）



（6） 号外第58号令和３（2021）年10月29日　金曜日 栃 木 県 公 報

教 育 委 員 会

○ 栃 木 県 訓 令 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 訓 令 第 十 四 号

本 庁

出 先 機 関

栃 木 県 訓 令 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 訓 令 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 訓 令

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 訓 令 は 、 こ の 訓 令 の 施 行 の 際 現 に 公 表 さ れ て い る 訓 令 （ 以 下 「 既 存 訓 令 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左

横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 訓 令 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 訓 令 に お け る 右 方 は こ の 訓 令 に よ る 改 正 後 の 既 存 訓 令 （ 以 下 「 改 正 後 訓 令 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 訓 令 に お け る 上 方 は 改 正 後 訓 令 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 訓 令 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 訓 令 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 訓 令 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 表 （ 別 表 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 及 び 様

式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 訓 令 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 章 、 節 、 条 及 び 様 式 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 号 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

四 号 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ 五 十 音 順 に よ る

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字 片 仮 名

五 表 中 そ の 内 容 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い ア ラ ビ ア 数 字

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

六 表 中 そ の 内 容 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

七 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字 （ 漢 数 字 を 区 切 る 読 点 は

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の 削 り 、 三 桁 ご と に コ ン マ に よ っ て 区 切

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の る と と も に 、 小 数 点 を 表 す 中 点 は ピ リ

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表 オ ド に 改 め る も の と す る 。 ）

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（
八 左 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 用 い ら れ て い る も の 次

に 限 る 。 ）

九 右 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 用 い ら れ て い る も の 上 記

に 限 る 。 ）

十 上 欄 左 欄

十 一 下 欄 右 欄

十 二 よ う 音 に 用 い る 「 や 」 、 「 ゆ 」 、 「 よ 」 、 「 ヤ 」 、 「 ユ 」 そ れ ぞ れ 「 ゃ 」 、 「 ゅ 」 、 「 ょ 」 、

又 は 「 ヨ 」 「 ャ 」 、 「 ュ 」 又 は 「 ョ 」

十 三 促 音 に 用 い る 「 つ 」 又 は 「 ツ 」 そ れ ぞ れ 「 っ 」 又 は 「 ッ 」

２ 前 項 の 表 八 の 項 か ら 十 一 の 項 ま で の 規 定 は 、 既 存 訓 令 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 表 及 び 様

式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

３ 第 一 項 の 表 三 の 項 か ら 六 の 項 ま で 及 び 八 の 項 か ら 十 三 の 項 ま で の 規 定 は 、 法 令 の 規 定 を 引 用 す る 部 分 に つ

い て は 、 適 用 し な い 。

４ 前 三 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 知 事 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 訓 令 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 訓 令 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 知 事 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 文 書 学 事 課 ）

○ 栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則 の 制 定

栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 七 号

栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 教 育 委 員 会 教 育 長 荒 川 政 利

栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 則 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 公 布 さ れ て い る 規 則 （ 以 下 「 既 存 規 則 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左

横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 規 則 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 規 則 に お け る 右 方 は こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 既 存 規 則 （ 以 下 「 改 正 後 規 則 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 規 則 に お け る 上 方 は 改 正 後 規 則 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 規 則 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 規 則 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 規 則 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 表 （ 別 表 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 及 び 様

式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 規 則 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 章 、 節 、 条 、 表 及 び 様 式 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 号 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

四 表 中 そ の 内 容 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い ア ラ ビ ア 数 字

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

五 表 中 そ の 内 容 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

六 表 中 そ の 内 容 を 第 三 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

七 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字 （ 漢 数 字 を 区 切 る 読 点 は

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の 削 り 、 三 桁 ご と に コ ン マ に よ っ て 区 切

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の る と と も に 、 小 数 点 を 表 す 中 点 は ピ リ

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表 オ ド に 改 め る も の と す る 。 ）

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（
八 左 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 用 い ら れ て い る も の 次

に 限 る 。 ）

九 右 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 用 い ら れ て い る も の 上 記



（7）号外第58号栃 木 県 公 報令和３（2021）年10月29日　金曜日

○ 栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則 の 制 定

栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 七 号

栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 教 育 委 員 会 教 育 長 荒 川 政 利

栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 則 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 公 布 さ れ て い る 規 則 （ 以 下 「 既 存 規 則 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左

横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 規 則 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 規 則 に お け る 右 方 は こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 既 存 規 則 （ 以 下 「 改 正 後 規 則 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 規 則 に お け る 上 方 は 改 正 後 規 則 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 規 則 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 規 則 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 規 則 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 表 （ 別 表 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 及 び 様

式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 規 則 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 章 、 節 、 条 、 表 及 び 様 式 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 号 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

四 表 中 そ の 内 容 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い ア ラ ビ ア 数 字

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

五 表 中 そ の 内 容 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

六 表 中 そ の 内 容 を 第 三 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

七 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字 （ 漢 数 字 を 区 切 る 読 点 は

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の 削 り 、 三 桁 ご と に コ ン マ に よ っ て 区 切

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の る と と も に 、 小 数 点 を 表 す 中 点 は ピ リ

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表 オ ド に 改 め る も の と す る 。 ）

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（
八 左 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 用 い ら れ て い る も の 次

に 限 る 。 ）

九 右 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 用 い ら れ て い る も の 上 記

に 限 る 。 ）

十 上 欄 左 欄

十 一 下 欄 右 欄

十 二 よ う 音 に 用 い る 「 や 」 、 「 ゆ 」 、 「 よ 」 、 「 ヤ 」 、 「 ユ 」 そ れ ぞ れ 「 ゃ 」 、 「 ゅ 」 、 「 ょ 」 、

又 は 「 ヨ 」 「 ャ 」 、 「 ュ 」 又 は 「 ョ 」

十 三 促 音 に 用 い る 「 つ 」 又 は 「 ツ 」 そ れ ぞ れ 「 っ 」 又 は 「 ッ 」

２ 前 項 の 表 八 の 項 か ら 十 一 の 項 ま で の 規 定 は 、 既 存 規 則 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 表 及 び 様

式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

３ 第 一 項 の 表 三 の 項 か ら 六 の 項 ま で 及 び 八 の 項 か ら 十 三 の 項 ま で の 規 定 は 、 法 令 の 規 定 を 引 用 す る 部 分 に つ

い て は 、 適 用 し な い 。

４ 前 三 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 教 育 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 教 育 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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に 限 る 。 ）

十 上 欄 左 欄

十 一 下 欄 右 欄

十 二 よ う 音 に 用 い る 「 や 」 、 「 ゆ 」 、 「 よ 」 、 「 ヤ 」 、 「 ユ 」 そ れ ぞ れ 「 ゃ 」 、 「 ゅ 」 、 「 ょ 」 、

又 は 「 ヨ 」 「 ャ 」 、 「 ュ 」 又 は 「 ョ 」

十 三 促 音 に 用 い る 「 つ 」 又 は 「 ツ 」 そ れ ぞ れ 「 っ 」 又 は 「 ッ 」

２ 前 項 の 表 八 の 項 か ら 十 一 の 項 ま で の 規 定 は 、 既 存 規 則 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 表 及 び 様

式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

３ 第 一 項 の 表 三 の 項 か ら 六 の 項 ま で 及 び 八 の 項 か ら 十 三 の 項 ま で の 規 定 は 、 法 令 の 規 定 を 引 用 す る 部 分 に つ

い て は 、 適 用 し な い 。

４ 前 三 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 教 育 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 教 育 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。○ 栃 木 県 教 育 委 員 会 告 示 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示

栃 木 県 教 育 委 員 会 告 示 第 十 二 号

栃 木 県 教 育 委 員 会 告 示 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 教 育 委 員 会 教 育 長 荒 川 政 利

栃 木 県 教 育 委 員 会 告 示 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 程 は 、 こ の 規 程 の 施 行 の 際 現 に 公 表 さ れ て い る 告 示 （ 縦 書 き の 形 式 を と っ て い る も の に 限 る 。

以 下 「 既 存 告 示 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 告 示 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 告 示 に お け る 右 方 は こ の 規 程 に よ る 改 正 後 の 既 存 告 示 （ 以 下 「 改 正 後 告 示 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 告 示 に お け る 上 方 は 改 正 後 告 示 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 告 示 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 告 示 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 告 示 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 条 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字 （ 漢 数 字 を 区 切 る 読 点 は

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の 削 り 、 三 桁 ご と に コ ン マ に よ っ て 区 切

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の る と と も に 、 小 数 点 を 表 す 中 点 は ピ リ

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表 オ ド に 改 め る も の と す る 。 ）

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（
四 左 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 用 い ら れ て い る も の 次

に 限 る 。 ）

五 促 音 に 用 い る 「 つ 」 又 は 「 ツ 」 そ れ ぞ れ 「 っ 」 又 は 「 ッ 」

２ 前 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 教 育 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 程 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 教 育 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。



（9）号外第58号栃 木 県 公 報令和３（2021）年10月29日　金曜日○ 栃 木 県 教 育 委 員 会 訓 令 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 訓 令 の 制 定

栃 木 県 教 育 委 員 会 訓 令 第 五 号

事 務 局

県 立 学 校

学 校 以 外 の 教 育 機 関

栃 木 県 教 育 委 員 会 訓 令 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 教 育 委 員 会 教 育 長 荒 川 政 利

栃 木 県 教 育 委 員 会 訓 令 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 訓 令

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 訓 令 は 、 こ の 訓 令 の 施 行 の 際 現 に 公 表 さ れ て い る 訓 令 （ 以 下 「 既 存 訓 令 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左

横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 訓 令 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 訓 令 に お け る 右 方 は こ の 訓 令 に よ る 改 正 後 の 既 存 訓 令 （ 以 下 「 改 正 後 訓 令 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 訓 令 に お け る 上 方 は 改 正 後 訓 令 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 訓 令 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 訓 令 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 訓 令 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 別 表 及 び 様 式 に つ い て は 、 適 用 し な

い 。
（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 訓 令 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 章 、 条 、 別 表 及 び 様 式 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 別 表 中 そ の 内 容 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て ア ラ ビ ア 数 字

い る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

四 別 表 中 そ の 内 容 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

い る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

五 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（
六 促 音 に 用 い る 「 つ 」 又 は 「 ツ 」 そ れ ぞ れ 「 っ 」 又 は 「 ッ 」

２ 前 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 教 育 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 訓 令 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 訓 令 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 教 育 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 総 務 課 ）
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選挙管理委員会

-
1

-

栃 木 県 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 四 十 五 号

栃 木 県 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 選 挙 管 理 委 員 会 委 員 長 伊 藤 勤

栃 木 県 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 程 は 、 こ の 規 程 の 施 行 の 際 現 に 公 表 さ れ て い る 告 示 （ 縦 書 き の 形 式 を と っ て い る も の に 限 る 。

以 下 「 既 存 告 示 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 告 示 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 告 示 に お け る 右 方 は こ の 規 程 に よ る 改 正 後 の 既 存 告 示 （ 以 下 「 改 正 後 告 示 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 告 示 に お け る 上 方 は 改 正 後 告 示 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 告 示 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 告 示 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 告 示 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 様 式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 告 示 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 章 、 節 、 款 、 条 及 び 様 式 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 号 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

四 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（
五 左 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 用 い ら れ て い る も の 次

に 限 る 。 ）

六 上 欄 左 欄

七 下 欄 右 欄

八 促 音 に 用 い る 「 つ 」 又 は 「 ツ 」 そ れ ぞ れ 「 っ 」 又 は 「 ッ 」

２ 前 項 の 表 五 の 項 か ら 七 の 項 ま で の 規 定 は 、 既 存 告 示 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 様 式 に つ い

て は 、 適 用 し な い 。

３ 第 一 項 の 表 三 の 項 の 規 定 は 、 法 令 の 規 定 を 引 用 す る 部 分 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

４ 前 三 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 委 員 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 程 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 委 員 長 が 別 に 定 め る 。

附 則



（11）号外第58号栃 木 県 公 報令和３（2021）年10月29日　金曜日

人 事 委 員 会

-
1

-

栃 木 県 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 四 十 五 号

栃 木 県 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 選 挙 管 理 委 員 会 委 員 長 伊 藤 勤

栃 木 県 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 程 は 、 こ の 規 程 の 施 行 の 際 現 に 公 表 さ れ て い る 告 示 （ 縦 書 き の 形 式 を と っ て い る も の に 限 る 。

以 下 「 既 存 告 示 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 告 示 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 告 示 に お け る 右 方 は こ の 規 程 に よ る 改 正 後 の 既 存 告 示 （ 以 下 「 改 正 後 告 示 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 告 示 に お け る 上 方 は 改 正 後 告 示 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 告 示 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 告 示 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 告 示 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 様 式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 告 示 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 章 、 節 、 款 、 条 及 び 様 式 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 号 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

四 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（
五 左 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 用 い ら れ て い る も の 次

に 限 る 。 ）

六 上 欄 左 欄

七 下 欄 右 欄

八 促 音 に 用 い る 「 つ 」 又 は 「 ツ 」 そ れ ぞ れ 「 っ 」 又 は 「 ッ 」

２ 前 項 の 表 五 の 項 か ら 七 の 項 ま で の 規 定 は 、 既 存 告 示 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 様 式 に つ い

て は 、 適 用 し な い 。

３ 第 一 項 の 表 三 の 項 の 規 定 は 、 法 令 の 規 定 を 引 用 す る 部 分 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

４ 前 三 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 委 員 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 程 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 委 員 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

-
2

-

こ の 規 程 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

-
1

-

栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 五 号

栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 井 澤 晃 太 郎

栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 則 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 公 布 さ れ て い る 規 則 （ 以 下 「 既 存 規 則 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左

横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 規 則 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 規 則 に お け る 右 方 は こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 既 存 規 則 （ 以 下 「 改 正 後 規 則 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 規 則 に お け る 上 方 は 改 正 後 規 則 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 規 則 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 規 則 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 規 則 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 表 （ 別 表 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 及 び 様

式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 規 則 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 章 、 節 、 条 、 表 及 び 様 式 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 号 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

四 号 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ 五 十 音 順 に よ る

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字 片 仮 名

五 号 を 第 三 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び ア ル フ ァ ベ ッ ト 順 に よ る 小 文 字 の ア ル

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字 フ ァ ベ ッ ト

六 表 中 そ の 内 容 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い ア ラ ビ ア 数 字

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

七 表 中 そ の 内 容 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

八 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字 （ 漢 数 字 を 区 切 る 読 点 は

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の 削 り 、 三 桁 ご と に コ ン マ に よ っ て 区 切

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の る と と も に 、 小 数 点 を 表 す 中 点 は ピ リ

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表 オ ド に 改 め る も の と す る 。 ）

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（
九 左 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 用 い ら れ て い る も の 次

に 限 る 。 ）

-
1

-

栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 五 号

栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 井 澤 晃 太 郎

栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 則 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 公 布 さ れ て い る 規 則 （ 以 下 「 既 存 規 則 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左

横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。



（12） 号外第58号令和３（2021）年10月29日　金曜日 栃 木 県 公 報

-
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栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 五 号

栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 井 澤 晃 太 郎

栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 則 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 公 布 さ れ て い る 規 則 （ 以 下 「 既 存 規 則 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左

横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 規 則 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 規 則 に お け る 右 方 は こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 既 存 規 則 （ 以 下 「 改 正 後 規 則 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 規 則 に お け る 上 方 は 改 正 後 規 則 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 規 則 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 規 則 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 規 則 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 表 （ 別 表 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 及 び 様

式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 規 則 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 章 、 節 、 条 、 表 及 び 様 式 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 号 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

四 号 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ 五 十 音 順 に よ る

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字 片 仮 名

五 号 を 第 三 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び ア ル フ ァ ベ ッ ト 順 に よ る 小 文 字 の ア ル

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字 フ ァ ベ ッ ト

六 表 中 そ の 内 容 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い ア ラ ビ ア 数 字

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

七 表 中 そ の 内 容 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

八 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字 （ 漢 数 字 を 区 切 る 読 点 は

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の 削 り 、 三 桁 ご と に コ ン マ に よ っ て 区 切

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の る と と も に 、 小 数 点 を 表 す 中 点 は ピ リ

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表 オ ド に 改 め る も の と す る 。 ）

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（
九 左 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 用 い ら れ て い る も の 次

に 限 る 。 ）

-
2

-

十 右 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 用 い ら れ て い る も の 上 記

に 限 る 。 ）

十 一 上 欄 左 欄

十 二 下 欄 右 欄

十 三 よ う 音 に 用 い る 「 や 」 、 「 ゆ 」 、 「 よ 」 、 「 ヤ 」 、 「 ユ 」 そ れ ぞ れ 「 ゃ 」 、 「 ゅ 」 、 「 ょ 」 、

又 は 「 ヨ 」 「 ャ 」 、 「 ュ 」 又 は 「 ョ 」

十 四 促 音 に 用 い る 「 つ 」 又 は 「 ツ 」 そ れ ぞ れ 「 っ 」 又 は 「 ッ 」

２ 前 項 の 表 九 の 項 か ら 十 二 の 項 ま で の 規 定 は 、 既 存 規 則 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 表 及 び 様

式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

３ 第 一 項 の 表 三 の 項 か ら 七 の 項 ま で 及 び 九 の 項 か ら 十 四 の 項 ま で の 規 定 は 、 法 令 の 規 定 を 引 用 す る 部 分 に つ

い て は 、 適 用 し な い 。

４ 前 三 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 事 務 局 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 事 務 局 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

栃 木 県 人 事 委 員 会 告 示 第 一 号

栃 木 県 人 事 委 員 会 公 印 規 程 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 井 澤 晃 太 郎

栃 木 県 人 事 委 員 会 公 印 規 程 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 程 は 、 栃 木 県 人 事 委 員 会 公 印 規 程 （ 昭 和 二 十 六 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 告 示 第 一 号 。 以 下 「 既 存 告

示 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る こ と に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 告 示 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 告 示 に お け る 右 方 は こ の 規 程 に よ る 改 正 後 の 既 存 告 示 （ 以 下 「 改 正 後 告 示 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 告 示 に お け る 上 方 は 改 正 後 告 示 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 告 示 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 告 示 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 告 示 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 別 表 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 告 示 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 条 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 に 定 め る も の

（

２ 前 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 事 務 局 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 程 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 事 務 局 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

-
1

-

栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 五 号

栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 井 澤 晃 太 郎

栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 則 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 公 布 さ れ て い る 規 則 （ 以 下 「 既 存 規 則 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左

横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

栃 木 県 人 事 委 員 会 告 示 第 一 号

栃 木 県 人 事 委 員 会 公 印 規 程 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 井 澤 晃 太 郎

栃 木 県 人 事 委 員 会 公 印 規 程 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 程 は 、 栃 木 県 人 事 委 員 会 公 印 規 程 （ 昭 和 二 十 六 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 告 示 第 一 号 。 以 下 「 既 存 告

示 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る こ と に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 告 示 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 告 示 に お け る 右 方 は こ の 規 程 に よ る 改 正 後 の 既 存 告 示 （ 以 下 「 改 正 後 告 示 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 告 示 に お け る 上 方 は 改 正 後 告 示 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 告 示 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 告 示 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 告 示 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 別 表 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 告 示 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 条 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 に 定 め る も の

（

２ 前 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 事 務 局 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 程 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 事 務 局 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。



（13）号外第58号栃 木 県 公 報令和３（2021）年10月29日　金曜日

栃 木 県 人 事 委 員 会 告 示 第 一 号

栃 木 県 人 事 委 員 会 公 印 規 程 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 井 澤 晃 太 郎

栃 木 県 人 事 委 員 会 公 印 規 程 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 程 は 、 栃 木 県 人 事 委 員 会 公 印 規 程 （ 昭 和 二 十 六 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 告 示 第 一 号 。 以 下 「 既 存 告

示 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る こ と に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 告 示 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 告 示 に お け る 右 方 は こ の 規 程 に よ る 改 正 後 の 既 存 告 示 （ 以 下 「 改 正 後 告 示 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 告 示 に お け る 上 方 は 改 正 後 告 示 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 告 示 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 告 示 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 告 示 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 別 表 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 告 示 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 条 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 に 定 め る も の

（

２ 前 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 事 務 局 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 程 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 事 務 局 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

栃 木 県 人 事 委 員 会 訓 令 第 一 号

栃 木 県 人 事 委 員 会 事 務 局

栃 木 県 人 事 委 員 会 訓 令 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 井 澤 晃 太 郎

栃 木 県 人 事 委 員 会 訓 令 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 訓 令

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 訓 令 は 、 こ の 訓 令 の 施 行 の 際 現 に 公 表 さ れ て い る 訓 令 （ 以 下 「 既 存 訓 令 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左

横 書 き に 改 正 す る こ と に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 訓 令 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 訓 令 に お け る 右 方 は こ の 訓 令 に よ る 改 正 後 の 既 存 訓 令 （ 以 下 「 改 正 後 訓 令 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 訓 令 に お け る 上 方 は 改 正 後 訓 令 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 訓 令 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 訓 令 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 訓 令 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 条 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（

２ 前 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 事 務 局 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 訓 令 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 訓 令 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 事 務 局 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

栃 木 県 人 事 委 員 会 訓 令 第 一 号

栃 木 県 人 事 委 員 会 事 務 局

栃 木 県 人 事 委 員 会 訓 令 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 井 澤 晃 太 郎

栃 木 県 人 事 委 員 会 訓 令 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 訓 令

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 訓 令 は 、 こ の 訓 令 の 施 行 の 際 現 に 公 表 さ れ て い る 訓 令 （ 以 下 「 既 存 訓 令 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左

横 書 き に 改 正 す る こ と に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 訓 令 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 訓 令 に お け る 右 方 は こ の 訓 令 に よ る 改 正 後 の 既 存 訓 令 （ 以 下 「 改 正 後 訓 令 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 訓 令 に お け る 上 方 は 改 正 後 訓 令 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 訓 令 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 訓 令 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 訓 令 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 条 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（

２ 前 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 事 務 局 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 訓 令 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 訓 令 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 事 務 局 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

-
1

-

栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 五 号

栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 井 澤 晃 太 郎

栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 則 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 公 布 さ れ て い る 規 則 （ 以 下 「 既 存 規 則 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左

横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。



（14） 号外第58号令和３（2021）年10月29日　金曜日 栃 木 県 公 報

監 査 委 員

栃 木 県 監 査 委 員 告 示 第 九 号

栃 木 県 監 査 委 員 告 示 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 監 査 委 員

栃 木 県 監 査 委 員 告 示 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 程 は 、 こ の 規 程 の 施 行 の 際 現 に 公 表 さ れ て い る 告 示 （ 縦 書 き の 形 式 を と っ て い る も の に 限 る 。

以 下 「 既 存 告 示 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る こ と に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 告 示 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 告 示 に お け る 右 方 は こ の 規 程 に よ る 改 正 後 の 既 存 告 示 （ 以 下 「 改 正 後 告 示 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 告 示 に お け る 上 方 は 改 正 後 告 示 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 告 示 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 告 示 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 告 示 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 別 表 及 び 様 式 に つ い て は 、 適 用 し な

い 。
（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 告 示 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 条 、 別 表 及 び 様 式 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 号 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

四 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（

２ 前 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 事 務 局 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 程 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 事 務 局 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

栃 木 県 監 査 委 員 訓 令 第 一 号

栃 木 県 監 査 委 員 事 務 局

栃 木 県 監 査 委 員 訓 令 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 監 査 委 員

栃 木 県 監 査 委 員 訓 令 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 訓 令

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 訓 令 は 、 こ の 訓 令 の 施 行 の 際 現 に 公 表 さ れ て い る 訓 令 （ 以 下 「 既 存 訓 令 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左

横 書 き に 改 正 す る こ と に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 訓 令 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 訓 令 に お け る 右 方 は こ の 訓 令 に よ る 改 正 後 の 既 存 訓 令 （ 以 下 「 改 正 後 訓 令 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 訓 令 に お け る 上 方 は 改 正 後 訓 令 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 訓 令 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 訓 令 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 訓 令 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 別 表 及 び 様 式 に つ い て は 、 適 用 し な

い 。
（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 訓 令 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 条 及 び 様 式 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（

２ 前 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 事 務 局 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 訓 令 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 訓 令 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 事 務 局 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。



（15）号外第58号栃 木 県 公 報令和３（2021）年10月29日　金曜日

公 安 委 員 会

栃 木 県 監 査 委 員 訓 令 第 一 号

栃 木 県 監 査 委 員 事 務 局

栃 木 県 監 査 委 員 訓 令 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 監 査 委 員

栃 木 県 監 査 委 員 訓 令 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 訓 令

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 訓 令 は 、 こ の 訓 令 の 施 行 の 際 現 に 公 表 さ れ て い る 訓 令 （ 以 下 「 既 存 訓 令 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左

横 書 き に 改 正 す る こ と に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 訓 令 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 訓 令 に お け る 右 方 は こ の 訓 令 に よ る 改 正 後 の 既 存 訓 令 （ 以 下 「 改 正 後 訓 令 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 訓 令 に お け る 上 方 は 改 正 後 訓 令 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 訓 令 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 訓 令 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 訓 令 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 別 表 及 び 様 式 に つ い て は 、 適 用 し な

い 。
（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 訓 令 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 条 及 び 様 式 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（

２ 前 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 事 務 局 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 訓 令 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 訓 令 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 事 務 局 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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○ 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則

栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 六 号

栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 公 安 委 員 会 委 員 長 古 澤 利 通

栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 則 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 公 布 さ れ て い る 規 則 （ 以 下 「 既 存 規 則 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左

横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 規 則 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 規 則 に お け る 右 方 は こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 既 存 規 則 （ 以 下 「 改 正 後 規 則 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 規 則 に お け る 上 方 は 改 正 後 規 則 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 規 則 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 規 則 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 規 則 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 表 （ 別 表 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 及 び 様

式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 規 則 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 章 、 条 、 表 及 び 様 式 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 号 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

四 号 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ 五 十 音 順 に よ る

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字 片 仮 名

五 表 中 そ の 内 容 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い ア ラ ビ ア 数 字

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

六 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字 （ 漢 数 字 を 区 切 る 読 点 は

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の 削 り 、 三 桁 ご と に コ ン マ に よ っ て 区 切

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の る と と も に 、 小 数 点 を 表 す 中 点 は ピ リ

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表 オ ド に 改 め る も の と す る 。 ）

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（
七 左 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 用 い ら れ て い る も の 次

に 限 る 。 ）

八 右 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 用 い ら れ て い る も の 上 記

に 限 る 。 ）

九 上 欄 左 欄
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○ 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則

栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 六 号

栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 公 安 委 員 会 委 員 長 古 澤 利 通

栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 則 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 公 布 さ れ て い る 規 則 （ 以 下 「 既 存 規 則 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左

横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 規 則 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 規 則 に お け る 右 方 は こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 既 存 規 則 （ 以 下 「 改 正 後 規 則 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 規 則 に お け る 上 方 は 改 正 後 規 則 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 規 則 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 規 則 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 規 則 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 表 （ 別 表 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 及 び 様

式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 規 則 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 章 、 条 、 表 及 び 様 式 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 号 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

四 号 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ 五 十 音 順 に よ る

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字 片 仮 名

五 表 中 そ の 内 容 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い ア ラ ビ ア 数 字

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

六 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字 （ 漢 数 字 を 区 切 る 読 点 は

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の 削 り 、 三 桁 ご と に コ ン マ に よ っ て 区 切

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の る と と も に 、 小 数 点 を 表 す 中 点 は ピ リ

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表 オ ド に 改 め る も の と す る 。 ）

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（
七 左 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 用 い ら れ て い る も の 次

に 限 る 。 ）

八 右 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 用 い ら れ て い る も の 上 記

に 限 る 。 ）

九 上 欄 左 欄
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十 下 欄 右 欄

十 一 よ う 音 に 用 い る 「 や 」 、 「 ゆ 」 、 「 よ 」 、 「 ヤ 」 、 「 ユ 」 そ れ ぞ れ 「 ゃ 」 、 「 ゅ 」 、 「 ょ 」 、

又 は 「 ヨ 」 「 ャ 」 、 「 ュ 」 又 は 「 ョ 」

十 二 促 音 に 用 い る 「 つ 」 又 は 「 ツ 」 そ れ ぞ れ 「 っ 」 又 は 「 ッ 」

２ 前 項 の 表 七 の 項 か ら 十 の 項 ま で の 規 定 は 、 既 存 規 則 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 表 及 び 様 式

に つ い て は 、 適 用 し な い 。

３ 第 一 項 の 表 三 の 項 か ら 五 の 項 ま で 及 び 七 の 項 か ら 十 二 の 項 ま で の 規 定 は 、 法 令 の 規 定 を 引 用 す る 部 分 に つ

い て は 、 適 用 し な い 。

４ 前 三 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 警 察 本 部 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 警 察 本 部 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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○ 栃 木 県 公 安 委 員 会 告 示 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示

栃 木 県 公 安 委 員 会 告 示 第 五 十 一 号

栃 木 県 公 安 委 員 会 告 示 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 公 安 委 員 会 委 員 長 古 澤 利 通

栃 木 県 公 安 委 員 会 告 示 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 程 は 、 こ の 規 程 の 施 行 の 際 現 に 公 表 さ れ て い る 告 示 （ 縦 書 き の 形 式 を と っ て い る も の に 限 る 。

以 下 「 既 存 告 示 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る こ と に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 告 示 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 告 示 に お け る 右 方 は こ の 規 程 に よ る 改 正 後 の 既 存 告 示 （ 以 下 「 改 正 後 告 示 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 告 示 に お け る 上 方 は 改 正 後 告 示 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 告 示 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 告 示 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 告 示 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 様 式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 告 示 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

二 表 中 そ の 内 容 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い ア ラ ビ ア 数 字

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

三 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 に 定 め る も の

（

２ 前 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 警 察 本 部 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 程 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 警 察 本 部 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

-
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-

○ 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 程 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 程

栃 木 県 公 安 委 員 会 規 程 第 二 号

栃 木 県 公 安 委 員 会 規 程 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 程 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 公 安 委 員 会 委 員 長 古 澤 利 通

栃 木 県 公 安 委 員 会 規 程 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 程

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 程 は 、 こ の 規 程 の 施 行 の 際 現 に 公 表 さ れ て い る 規 程 （ 以 下 「 既 存 規 程 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左

横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 規 程 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 規 程 に お け る 右 方 は こ の 規 程 に よ る 改 正 後 の 既 存 規 程 （ 以 下 「 改 正 後 規 程 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 規 程 に お け る 上 方 は 改 正 後 規 程 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 規 程 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 規 程 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 規 程 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 様 式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 規 程 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 条 及 び 様 式 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（
四 促 音 に 用 い る 「 つ 」 又 は 「 ツ 」 そ れ ぞ れ 「 っ 」 又 は 「 ッ 」

２ 前 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 警 察 本 部 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 程 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 警 察 本 部 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。



（18） 号外第58号令和３（2021）年10月29日　金曜日 栃 木 県 公 報

企 業 局
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○ 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 程 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 程

栃 木 県 公 安 委 員 会 規 程 第 二 号

栃 木 県 公 安 委 員 会 規 程 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 程 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 公 安 委 員 会 委 員 長 古 澤 利 通

栃 木 県 公 安 委 員 会 規 程 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 程

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 程 は 、 こ の 規 程 の 施 行 の 際 現 に 公 表 さ れ て い る 規 程 （ 以 下 「 既 存 規 程 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左

横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 規 程 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 規 程 に お け る 右 方 は こ の 規 程 に よ る 改 正 後 の 既 存 規 程 （ 以 下 「 改 正 後 規 程 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 規 程 に お け る 上 方 は 改 正 後 規 程 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 規 程 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 規 程 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 規 程 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 様 式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 規 程 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 条 及 び 様 式 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（
四 促 音 に 用 い る 「 つ 」 又 は 「 ツ 」 そ れ ぞ れ 「 っ 」 又 は 「 ッ 」

２ 前 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 警 察 本 部 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 程 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 警 察 本 部 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

-
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-

栃 木 県 公 営 企 業 管 理 規 程 第 三 号

栃 木 県 公 営 企 業 管 理 規 程 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 管 理 規 程 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 公 営 企 業 管 理 規 程 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 管 理 規 程

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 管 理 規 程 は 、 こ の 管 理 規 程 の 施 行 の 際 現 に 公 布 さ れ て い る 管 理 規 程 （ 以 下 「 既 存 管 理 規 程 」 と い

う 。 ） の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 管 理 規 程 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 管 理 規 程 に お け る 右 方 は こ の 管 理 規 程 に よ る 改 正 後 の 既 存 管 理 規 程 （ 以 下 「 改 正 後 管 理 規 程 」 と い

う 。 ） に お け る 上 方 と し 、 既 存 管 理 規 程 に お け る 上 方 は 改 正 後 管 理 規 程 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 管 理 規 程 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 管 理 規 程 に お け る 文 字 の 順 序

と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 管 理 規 程 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 表 （ 別 表 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 及

び 様 式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 管 理 規 程 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 章 、 節 及 び 条 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 号 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

四 表 中 そ の 内 容 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い ア ラ ビ ア 数 字

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

五 表 中 そ の 内 容 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

六 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字 （ 漢 数 字 を 区 切 る 読 点 は

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の 削 り 、 三 桁 ご と に コ ン マ に よ っ て 区 切

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の る と と も に 、 小 数 点 を 表 す 中 点 は ピ リ

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表 オ ド に 改 め る も の と す る 。 ）

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（
七 左 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 用 い ら れ て い る も の 次

に 限 る 。 ）

八 右 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 用 い ら れ て い る も の 上 記

に 限 る 。 ）

九 上 欄 左 欄



（19）号外第58号栃 木 県 公 報令和３（2021）年10月29日　金曜日
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栃 木 県 公 営 企 業 管 理 規 程 第 三 号

栃 木 県 公 営 企 業 管 理 規 程 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 管 理 規 程 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 公 営 企 業 管 理 規 程 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 管 理 規 程

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 管 理 規 程 は 、 こ の 管 理 規 程 の 施 行 の 際 現 に 公 布 さ れ て い る 管 理 規 程 （ 以 下 「 既 存 管 理 規 程 」 と い

う 。 ） の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 管 理 規 程 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 管 理 規 程 に お け る 右 方 は こ の 管 理 規 程 に よ る 改 正 後 の 既 存 管 理 規 程 （ 以 下 「 改 正 後 管 理 規 程 」 と い

う 。 ） に お け る 上 方 と し 、 既 存 管 理 規 程 に お け る 上 方 は 改 正 後 管 理 規 程 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 管 理 規 程 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 管 理 規 程 に お け る 文 字 の 順 序

と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 管 理 規 程 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 表 （ 別 表 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 及

び 様 式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 管 理 規 程 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 章 、 節 及 び 条 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 号 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

四 表 中 そ の 内 容 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い ア ラ ビ ア 数 字

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

五 表 中 そ の 内 容 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

六 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字 （ 漢 数 字 を 区 切 る 読 点 は

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の 削 り 、 三 桁 ご と に コ ン マ に よ っ て 区 切

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の る と と も に 、 小 数 点 を 表 す 中 点 は ピ リ

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表 オ ド に 改 め る も の と す る 。 ）

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（
七 左 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 用 い ら れ て い る も の 次

に 限 る 。 ）

八 右 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 用 い ら れ て い る も の 上 記

に 限 る 。 ）

九 上 欄 左 欄

-
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-

十 下 欄 右 欄

十 一 よ う 音 に 用 い る 「 や 」 、 「 ゆ 」 、 「 よ 」 、 「 ヤ 」 、 「 ユ 」 そ れ ぞ れ 「 ゃ 」 、 「 ゅ 」 、 「 ょ 」 、

又 は 「 ヨ 」 「 ャ 」 、 「 ュ 」 又 は 「 ョ 」

十 二 促 音 に 用 い る 「 つ 」 又 は 「 ツ 」 そ れ ぞ れ 「 っ 」 又 は 「 ッ 」

２ 前 項 の 表 七 の 項 か ら 十 の 項 ま で の 規 定 は 、 既 存 管 理 規 程 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 表 及 び

様 式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

３ 第 一 項 の 表 三 の 項 か ら 五 の 項 ま で 及 び 七 の 項 か ら 十 二 の 項 ま で の 規 定 は 、 法 令 の 規 定 を 引 用 す る 部 分 に つ

い て は 、 適 用 し な い 。

４ 前 三 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 管 理 者 の 権 限 を 行 う 知 事 が 別 に 定 め る と こ ろ

に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 管 理 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 管 理 規 程 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 管 理 者 の 権 限 を 行 う 知

事 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 管 理 規 程 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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栃 木 県 公 営 企 業 告 示 第 一 号

栃 木 県 公 営 企 業 財 務 規 程 に よ る 出 納 取 扱 金 融 機 関 の 名 称 及 び 位 置 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示 を 次 の よ

う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 公 営 企 業 財 務 規 程 に よ る 出 納 取 扱 金 融 機 関 の 名 称 及 び 位 置 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 程 は 、 栃 木 県 公 営 企 業 財 務 規 程 に よ る 出 納 取 扱 金 融 機 関 の 名 称 及 び 位 置 （ 昭 和 三 十 二 年 栃 木 県

電 気 事 業 告 示 第 一 号 。 以 下 「 既 存 告 示 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る こ と に 関 し 必 要 な 事 項 を 定

め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 告 示 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 告 示 に お け る 右 方 は こ の 規 程 に よ る 改 正 後 の 既 存 告 示 （ 以 下 「 改 正 後 告 示 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 告 示 に お け る 上 方 は 改 正 後 告 示 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 告 示 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 告 示 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 告 示 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ）

２ 前 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 管 理 者 の 権 限 を 行 う 知 事 が 別 に 定 め る と こ ろ に

よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 程 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 管 理 者 の 権 限 を 行 う 知 事 が 別 に

定 め る 。
附 則

こ の 規 程 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 営 企 画 課 ）
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栃 木 県 公 営 企 業 告 示 第 一 号

栃 木 県 公 営 企 業 財 務 規 程 に よ る 出 納 取 扱 金 融 機 関 の 名 称 及 び 位 置 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示 を 次 の よ

う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 公 営 企 業 財 務 規 程 に よ る 出 納 取 扱 金 融 機 関 の 名 称 及 び 位 置 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 程 は 、 栃 木 県 公 営 企 業 財 務 規 程 に よ る 出 納 取 扱 金 融 機 関 の 名 称 及 び 位 置 （ 昭 和 三 十 二 年 栃 木 県

電 気 事 業 告 示 第 一 号 。 以 下 「 既 存 告 示 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る こ と に 関 し 必 要 な 事 項 を 定

め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 告 示 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 告 示 に お け る 右 方 は こ の 規 程 に よ る 改 正 後 の 既 存 告 示 （ 以 下 「 改 正 後 告 示 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 告 示 に お け る 上 方 は 改 正 後 告 示 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 告 示 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 告 示 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 告 示 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ）

２ 前 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 管 理 者 の 権 限 を 行 う 知 事 が 別 に 定 め る と こ ろ に

よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 程 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 管 理 者 の 権 限 を 行 う 知 事 が 別 に

定 め る 。
附 則

こ の 規 程 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 営 企 画 課 ）
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栃 木 県 公 営 企 業 告 示 第 一 号

栃 木 県 公 営 企 業 財 務 規 程 に よ る 出 納 取 扱 金 融 機 関 の 名 称 及 び 位 置 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示 を 次 の よ

う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 公 営 企 業 財 務 規 程 に よ る 出 納 取 扱 金 融 機 関 の 名 称 及 び 位 置 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 程 は 、 栃 木 県 公 営 企 業 財 務 規 程 に よ る 出 納 取 扱 金 融 機 関 の 名 称 及 び 位 置 （ 昭 和 三 十 二 年 栃 木 県

電 気 事 業 告 示 第 一 号 。 以 下 「 既 存 告 示 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る こ と に 関 し 必 要 な 事 項 を 定

め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 告 示 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 告 示 に お け る 右 方 は こ の 規 程 に よ る 改 正 後 の 既 存 告 示 （ 以 下 「 改 正 後 告 示 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 告 示 に お け る 上 方 は 改 正 後 告 示 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 告 示 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 告 示 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 告 示 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ）

２ 前 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 管 理 者 の 権 限 を 行 う 知 事 が 別 に 定 め る と こ ろ に

よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 程 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 管 理 者 の 権 限 を 行 う 知 事 が 別 に

定 め る 。
附 則

こ の 規 程 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 営 企 画 課 ）
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栃 木 県 公 営 企 業 訓 令 第 五 号

本 庁

発 電 管 理 事 務 所

水 道 事 務 所

栃 木 県 公 営 企 業 訓 令 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 公 営 企 業 訓 令 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 訓 令

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 訓 令 は 、 こ の 訓 令 の 施 行 の 際 現 に 公 表 さ れ て い る 訓 令 （ 以 下 「 既 存 訓 令 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左

横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 訓 令 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 訓 令 に お け る 右 方 は こ の 訓 令 に よ る 改 正 後 の 既 存 訓 令 （ 以 下 「 改 正 後 訓 令 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 訓 令 に お け る 上 方 は 改 正 後 訓 令 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 訓 令 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 訓 令 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 訓 令 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 別 表 及 び 様 式 に つ い て は 、 適 用 し な

い 。
（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 訓 令 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 章 、 節 及 び 条 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 号 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

四 号 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ 五 十 音 順 に よ る

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字 片 仮 名

五 別 表 中 そ の 内 容 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て ア ラ ビ ア 数 字

い る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

六 別 表 中 そ の 内 容 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

い る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

七 別 表 中 そ の 内 容 を 第 三 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

い る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

八 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字 （ 漢 数 字 を 区 切 る 読 点 は

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の 削 り 、 三 桁 ご と に コ ン マ に よ っ て 区 切

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の る と と も に 、 小 数 点 を 表 す 中 点 は ピ リ

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表 オ ド に 改 め る も の と す る 。 ）

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（
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栃 木 県 公 営 企 業 訓 令 第 五 号

本 庁

発 電 管 理 事 務 所

水 道 事 務 所

栃 木 県 公 営 企 業 訓 令 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 公 営 企 業 訓 令 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 訓 令

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 訓 令 は 、 こ の 訓 令 の 施 行 の 際 現 に 公 表 さ れ て い る 訓 令 （ 以 下 「 既 存 訓 令 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左

横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 訓 令 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 訓 令 に お け る 右 方 は こ の 訓 令 に よ る 改 正 後 の 既 存 訓 令 （ 以 下 「 改 正 後 訓 令 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 訓 令 に お け る 上 方 は 改 正 後 訓 令 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 訓 令 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 訓 令 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 訓 令 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 別 表 及 び 様 式 に つ い て は 、 適 用 し な

い 。
（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 訓 令 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 章 、 節 及 び 条 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 号 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

四 号 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ 五 十 音 順 に よ る

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字 片 仮 名

五 別 表 中 そ の 内 容 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て ア ラ ビ ア 数 字

い る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

六 別 表 中 そ の 内 容 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

い る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

七 別 表 中 そ の 内 容 を 第 三 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

い る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

八 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字 （ 漢 数 字 を 区 切 る 読 点 は

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の 削 り 、 三 桁 ご と に コ ン マ に よ っ て 区 切

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の る と と も に 、 小 数 点 を 表 す 中 点 は ピ リ

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表 オ ド に 改 め る も の と す る 。 ）

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（
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九 上 欄 左 欄

十 下 欄 右 欄

十 一 促 音 に 用 い る 「 つ 」 又 は 「 ツ 」 そ れ ぞ れ 「 っ 」 又 は 「 ッ 」

２ 前 項 の 表 三 の 項 か ら 七 の 項 ま で 及 び 九 の 項 か ら 十 一 の 項 ま で の 規 定 は 、 法 令 の 規 定 を 引 用 す る 部 分 に つ い

て は 、 適 用 し な い 。

３ 前 二 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 管 理 者 の 権 限 を 行 う 知 事 が 別 に 定 め る と こ ろ

に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 訓 令 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 訓 令 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 管 理 者 の 権 限 を 行 う 知 事 が 別 に

定 め る 。
附 則

こ の 訓 令 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

-
2

-

九 上 欄 左 欄

十 下 欄 右 欄

十 一 促 音 に 用 い る 「 つ 」 又 は 「 ツ 」 そ れ ぞ れ 「 っ 」 又 は 「 ッ 」

２ 前 項 の 表 三 の 項 か ら 七 の 項 ま で 及 び 九 の 項 か ら 十 一 の 項 ま で の 規 定 は 、 法 令 の 規 定 を 引 用 す る 部 分 に つ い

て は 、 適 用 し な い 。

３ 前 二 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 管 理 者 の 権 限 を 行 う 知 事 が 別 に 定 め る と こ ろ

に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 訓 令 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 訓 令 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 管 理 者 の 権 限 を 行 う 知 事 が 別 に

定 め る 。
附 則

こ の 訓 令 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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栃 木 県 公 営 企 業 告 示 第 一 号

栃 木 県 公 営 企 業 財 務 規 程 に よ る 出 納 取 扱 金 融 機 関 の 名 称 及 び 位 置 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示 を 次 の よ

う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 公 営 企 業 財 務 規 程 に よ る 出 納 取 扱 金 融 機 関 の 名 称 及 び 位 置 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 程 は 、 栃 木 県 公 営 企 業 財 務 規 程 に よ る 出 納 取 扱 金 融 機 関 の 名 称 及 び 位 置 （ 昭 和 三 十 二 年 栃 木 県

電 気 事 業 告 示 第 一 号 。 以 下 「 既 存 告 示 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る こ と に 関 し 必 要 な 事 項 を 定

め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 告 示 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 告 示 に お け る 右 方 は こ の 規 程 に よ る 改 正 後 の 既 存 告 示 （ 以 下 「 改 正 後 告 示 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 告 示 に お け る 上 方 は 改 正 後 告 示 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 告 示 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 告 示 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 告 示 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ）

２ 前 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 管 理 者 の 権 限 を 行 う 知 事 が 別 に 定 め る と こ ろ に

よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 程 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 管 理 者 の 権 限 を 行 う 知 事 が 別 に

定 め る 。
附 則

こ の 規 程 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 営 企 画 課 ）
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○ 栃 木 県 警 察 本 部 告 示 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示

栃 木 県 警 察 本 部 告 示 第 一 号

栃 木 県 警 察 本 部 告 示 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 警 察 本 部 長 野 井 祐 一

栃 木 県 警 察 本 部 告 示 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 程 は 、 こ の 規 程 の 施 行 の 際 現 に 公 表 さ れ て い る 告 示 （ 縦 書 き の 形 式 を と っ て い る も の に 限 る 。

以 下 「 既 存 告 示 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る こ と に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 告 示 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 告 示 に お け る 右 方 は こ の 規 程 に よ る 改 正 後 の 既 存 告 示 （ 以 下 「 改 正 後 告 示 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 告 示 に お け る 上 方 は 改 正 後 告 示 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 告 示 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 告 示 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 告 示 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 様 式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 告 示 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 条 及 び 様 式 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 号 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

四 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（

２ 前 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 警 察 本 部 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 程 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 警 察 本 部 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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○ 栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 甲 第 三 号

栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 警 察 本 部 長 野 井 祐 一

栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 訓 令

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 訓 令 は 、 こ の 訓 令 の 施 行 の 際 現 に 公 表 さ れ て い る 訓 令 （ 以 下 「 既 存 訓 令 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左

横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 訓 令 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 訓 令 に お け る 右 方 は こ の 訓 令 に よ る 改 正 後 の 既 存 訓 令 （ 以 下 「 改 正 後 訓 令 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 訓 令 に お け る 上 方 は 改 正 後 訓 令 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 訓 令 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 訓 令 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 訓 令 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 表 （ 別 表 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 及 び 様

式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 訓 令 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 章 、 条 、 表 及 び 様 式 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 号 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

四 号 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ 五 十 音 順 に よ る

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字 片 仮 名

五 号 を 第 三 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び ア ル フ ァ ベ ッ ト 順 に よ る 小 文 字 の ア ル

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字 フ ァ ベ ッ ト

六 表 中 そ の 内 容 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い ア ラ ビ ア 数 字

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

七 表 中 そ の 内 容 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

八 表 中 そ の 内 容 を 第 三 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

九 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字 （ 漢 数 字 を 区 切 る 読 点 は

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の 削 り 、 三 桁 ご と に コ ン マ に よ っ て 区 切

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の る と と も に 、 小 数 点 を 表 す 中 点 は ピ リ

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表 オ ド に 改 め る も の と す る 。 ）

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（
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○ 栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 甲 第 三 号

栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 警 察 本 部 長 野 井 祐 一

栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 訓 令

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 訓 令 は 、 こ の 訓 令 の 施 行 の 際 現 に 公 表 さ れ て い る 訓 令 （ 以 下 「 既 存 訓 令 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左

横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 訓 令 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 訓 令 に お け る 右 方 は こ の 訓 令 に よ る 改 正 後 の 既 存 訓 令 （ 以 下 「 改 正 後 訓 令 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 訓 令 に お け る 上 方 は 改 正 後 訓 令 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 訓 令 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 訓 令 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 訓 令 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 表 （ 別 表 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 及 び 様

式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 訓 令 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 章 、 条 、 表 及 び 様 式 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 号 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

四 号 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ 五 十 音 順 に よ る

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字 片 仮 名

五 号 を 第 三 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び ア ル フ ァ ベ ッ ト 順 に よ る 小 文 字 の ア ル

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字 フ ァ ベ ッ ト

六 表 中 そ の 内 容 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い ア ラ ビ ア 数 字

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

七 表 中 そ の 内 容 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

八 表 中 そ の 内 容 を 第 三 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

九 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字 （ 漢 数 字 を 区 切 る 読 点 は

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の 削 り 、 三 桁 ご と に コ ン マ に よ っ て 区 切

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の る と と も に 、 小 数 点 を 表 す 中 点 は ピ リ

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表 オ ド に 改 め る も の と す る 。 ）

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（
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十 左 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 用 い ら れ て い る も の 次

に 限 る 。 ）

十 一 右 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 用 い ら れ て い る も 上 記

の に 限 る 。 ）

十 二 上 欄 左 欄

十 三 下 欄 右 欄

十 四 よ う 音 に 用 い る 「 や 」 、 「 ゆ 」 、 「 よ 」 、 「 ヤ 」 、 「 ユ 」 そ れ ぞ れ 「 ゃ 」 、 「 ゅ 」 、 「 ょ 」 、

又 は 「 ヨ 」 「 ャ 」 、 「 ュ 」 又 は 「 ョ 」

十 五 促 音 に 用 い る 「 つ 」 又 は 「 ツ 」 そ れ ぞ れ 「 っ 」 又 は 「 ッ 」

２ 前 項 の 表 十 の 項 か ら 十 三 の 項 ま で の 規 定 は 、 既 存 訓 令 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 表 及 び 様

式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

３ 第 一 項 の 表 三 の 項 か ら 八 の 項 ま で 及 び 十 の 項 か ら 十 五 の 項 ま で の 規 定 は 、 法 令 の 規 定 を 引 用 す る 部 分 に つ

い て は 、 適 用 し な い 。

４ 前 三 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 警 察 本 部 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 訓 令 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 訓 令 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 警 察 本 部 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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十 左 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 用 い ら れ て い る も の 次

に 限 る 。 ）

十 一 右 （ 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 用 い ら れ て い る も 上 記

の に 限 る 。 ）

十 二 上 欄 左 欄

十 三 下 欄 右 欄

十 四 よ う 音 に 用 い る 「 や 」 、 「 ゆ 」 、 「 よ 」 、 「 ヤ 」 、 「 ユ 」 そ れ ぞ れ 「 ゃ 」 、 「 ゅ 」 、 「 ょ 」 、

又 は 「 ヨ 」 「 ャ 」 、 「 ュ 」 又 は 「 ョ 」

十 五 促 音 に 用 い る 「 つ 」 又 は 「 ツ 」 そ れ ぞ れ 「 っ 」 又 は 「 ッ 」

２ 前 項 の 表 十 の 項 か ら 十 三 の 項 ま で の 規 定 は 、 既 存 訓 令 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 表 及 び 様

式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

３ 第 一 項 の 表 三 の 項 か ら 八 の 項 ま で 及 び 十 の 項 か ら 十 五 の 項 ま で の 規 定 は 、 法 令 の 規 定 を 引 用 す る 部 分 に つ

い て は 、 適 用 し な い 。

４ 前 三 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 警 察 本 部 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 訓 令 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 訓 令 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 警 察 本 部 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

栃 木 県 労 働 委 員 会 告 示 第 三 号

栃 木 県 労 働 委 員 会 告 示 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 労 働 委 員 会 会 長 白 井 裕 己

栃 木 県 労 働 委 員 会 告 示 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 程 は 、 こ の 規 程 の 施 行 の 際 現 に 公 表 さ れ て い る 告 示 （ 縦 書 き の 形 式 を と っ て い る も の に 限 る 。

以 下 「 既 存 告 示 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る こ と に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 告 示 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 告 示 に お け る 右 方 は こ の 規 程 に よ る 改 正 後 の 既 存 告 示 （ 以 下 「 改 正 後 告 示 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 告 示 に お け る 上 方 は 改 正 後 告 示 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 告 示 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 告 示 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 告 示 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 様 式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 告 示 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 条 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 号 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

四 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（

２ 前 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 事 務 局 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 程 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 事 務 局 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。



（25）号外第58号栃 木 県 公 報令和３（2021）年10月29日　金曜日

収 用 委 員 会

栃 木 県 労 働 委 員 会 告 示 第 三 号

栃 木 県 労 働 委 員 会 告 示 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 労 働 委 員 会 会 長 白 井 裕 己

栃 木 県 労 働 委 員 会 告 示 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 程 は 、 こ の 規 程 の 施 行 の 際 現 に 公 表 さ れ て い る 告 示 （ 縦 書 き の 形 式 を と っ て い る も の に 限 る 。

以 下 「 既 存 告 示 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る こ と に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 告 示 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 告 示 に お け る 右 方 は こ の 規 程 に よ る 改 正 後 の 既 存 告 示 （ 以 下 「 改 正 後 告 示 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 告 示 に お け る 上 方 は 改 正 後 告 示 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 告 示 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 告 示 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 告 示 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 様 式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 告 示 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 条 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 号 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

四 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（

２ 前 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 事 務 局 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 程 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 事 務 局 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

栃 木 県 労 働 委 員 会 訓 令 第 一 号

栃 木 県 労 働 委 員 会 事 務 局

栃 木 県 労 働 委 員 会 訓 令 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 労 働 委 員 会 会 長 白 井 裕 己

栃 木 県 労 働 委 員 会 訓 令 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 訓 令

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 訓 令 は 、 こ の 訓 令 の 施 行 の 際 現 に 公 表 さ れ て い る 訓 令 （ 以 下 「 既 存 訓 令 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左

横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 訓 令 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 訓 令 に お け る 右 方 は こ の 訓 令 に よ る 改 正 後 の 既 存 訓 令 （ 以 下 「 改 正 後 訓 令 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 訓 令 に お け る 上 方 は 改 正 後 訓 令 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 訓 令 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 訓 令 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 訓 令 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 別 表 及 び 様 式 に つ い て は 、 適 用 し な

い 。
（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 訓 令 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 条 及 び 様 式 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（
四 促 音 に 用 い る 「 つ 」 「 っ 」

２ 前 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 事 務 局 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 訓 令 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 訓 令 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 事 務 局 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

-
1

-

○ 栃 木 県 収 用 委 員 会 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則

栃 木 県 収 用 委 員 会 規 則 第 二 号

栃 木 県 収 用 委 員 会 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 収 用 委 員 会 会 長 増 子 孝 徳

栃 木 県 収 用 委 員 会 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 則 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 公 布 さ れ て い る 規 則 （ 以 下 「 既 存 規 則 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左

横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 規 則 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 規 則 に お け る 右 方 は こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 既 存 規 則 （ 以 下 「 改 正 後 規 則 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 規 則 に お け る 上 方 は 改 正 後 規 則 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 規 則 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 規 則 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 規 則 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 別 表 及 び 様 式 に つ い て は 、 適 用 し な

い 。
（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 規 則 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 条 、 別 表 及 び 様 式 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 号 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

四 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（
五 促 音 に 用 い る 「 つ 」 又 は 「 ツ 」 そ れ ぞ れ 「 っ 」 又 は 「 ッ 」

２ 前 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 会 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 会 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。



（26） 号外第58号令和３（2021）年10月29日　金曜日 栃 木 県 公 報

-
1

-

○ 栃 木 県 収 用 委 員 会 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則

栃 木 県 収 用 委 員 会 規 則 第 二 号

栃 木 県 収 用 委 員 会 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 収 用 委 員 会 会 長 増 子 孝 徳

栃 木 県 収 用 委 員 会 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 則 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 公 布 さ れ て い る 規 則 （ 以 下 「 既 存 規 則 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左

横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 規 則 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 規 則 に お け る 右 方 は こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 既 存 規 則 （ 以 下 「 改 正 後 規 則 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 規 則 に お け る 上 方 は 改 正 後 規 則 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 規 則 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 規 則 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 規 則 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 別 表 及 び 様 式 に つ い て は 、 適 用 し な

い 。
（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 規 則 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 条 、 別 表 及 び 様 式 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 号 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

四 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（
五 促 音 に 用 い る 「 つ 」 又 は 「 ツ 」 そ れ ぞ れ 「 っ 」 又 は 「 ッ 」

２ 前 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 会 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 会 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。○ 栃 木 県 収 用 委 員 会 の 審 理 の 傍 聴 に 関 す る 規 程 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示

栃 木 県 収 用 委 員 会 告 示 第 二 号

栃 木 県 収 用 委 員 会 の 審 理 の 傍 聴 に 関 す る 規 程 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 収 用 委 員 会 会 長 増 子 孝 徳

栃 木 県 収 用 委 員 会 の 審 理 の 傍 聴 に 関 す る 規 程 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 程 は 、 栃 木 県 収 用 委 員 会 の 審 理 の 傍 聴 に 関 す る 規 程 （ 昭 和 五 十 七 年 栃 木 県 収 用 委 員 会 告 示 第 一

号 。 以 下 「 既 存 告 示 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す

る 。
（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 告 示 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 告 示 に お け る 右 方 は こ の 規 程 に よ る 改 正 後 の 既 存 告 示 （ 以 下 「 改 正 後 告 示 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 告 示 に お け る 上 方 は 改 正 後 告 示 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 告 示 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 告 示 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 告 示 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 様 式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 告 示 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 条 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（
四 促 音 に 用 い る 「 つ 」 又 は 「 ツ 」 そ れ ぞ れ 「 っ 」 又 は 「 ッ 」

２ 前 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 会 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 程 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 会 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。



（27）号外第58号栃 木 県 公 報令和３（2021）年10月29日　金曜日

内水面漁場管理委員会

○ 栃 木 県 収 用 委 員 会 の 審 理 の 傍 聴 に 関 す る 規 程 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示

栃 木 県 収 用 委 員 会 告 示 第 二 号

栃 木 県 収 用 委 員 会 の 審 理 の 傍 聴 に 関 す る 規 程 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 収 用 委 員 会 会 長 増 子 孝 徳

栃 木 県 収 用 委 員 会 の 審 理 の 傍 聴 に 関 す る 規 程 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 程 は 、 栃 木 県 収 用 委 員 会 の 審 理 の 傍 聴 に 関 す る 規 程 （ 昭 和 五 十 七 年 栃 木 県 収 用 委 員 会 告 示 第 一

号 。 以 下 「 既 存 告 示 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す

る 。
（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 告 示 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 告 示 に お け る 右 方 は こ の 規 程 に よ る 改 正 後 の 既 存 告 示 （ 以 下 「 改 正 後 告 示 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 告 示 に お け る 上 方 は 改 正 後 告 示 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 告 示 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 告 示 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 告 示 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 様 式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 告 示 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 条 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（
四 促 音 に 用 い る 「 つ 」 又 は 「 ツ 」 そ れ ぞ れ 「 っ 」 又 は 「 ッ 」

２ 前 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 会 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 程 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 会 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

○ 栃 木 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 告 示 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示

栃 木 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 告 示 第 一 号

栃 木 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 告 示 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 会 長 吉 沢 崇

栃 木 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 告 示 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 程 は 、 こ の 規 程 の 施 行 の 際 現 に 公 表 さ れ て い る 告 示 （ 縦 書 き の 形 式 を と っ て い る も の に 限 る 。

以 下 「 既 存 告 示 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 告 示 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 告 示 に お け る 右 方 は こ の 規 程 に よ る 改 正 後 の 既 存 告 示 （ 以 下 「 改 正 後 告 示 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 告 示 に お け る 上 方 は 改 正 後 告 示 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 告 示 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 告 示 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 告 示 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 表 及 び 様 式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 告 示 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 条 及 び 様 式 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 号 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

四 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（
五 促 音 に 用 い る 「 つ 」 又 は 「 ツ 」 そ れ ぞ れ 「 っ 」 又 は 「 ッ 」

２ 前 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 会 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 程 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 会 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。



（28） 号外第58号令和３（2021）年10月29日　金曜日 栃 木 県 公 報

議 会

○ 栃 木 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 告 示 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示

栃 木 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 告 示 第 一 号

栃 木 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 告 示 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 会 長 吉 沢 崇

栃 木 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 告 示 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 程 は 、 こ の 規 程 の 施 行 の 際 現 に 公 表 さ れ て い る 告 示 （ 縦 書 き の 形 式 を と っ て い る も の に 限 る 。

以 下 「 既 存 告 示 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 告 示 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 告 示 に お け る 右 方 は こ の 規 程 に よ る 改 正 後 の 既 存 告 示 （ 以 下 「 改 正 後 告 示 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 告 示 に お け る 上 方 は 改 正 後 告 示 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 告 示 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 告 示 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 告 示 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 表 及 び 様 式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 告 示 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 条 及 び 様 式 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 号 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

四 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（
五 促 音 に 用 い る 「 つ 」 又 は 「 ツ 」 そ れ ぞ れ 「 っ 」 又 は 「 ッ 」

２ 前 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 会 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 程 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 会 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

○ 栃 木 県 議 会 会 議 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則 の 制 定

栃 木 県 議 会 規 則 第 四 号

栃 木 県 議 会 会 議 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 議 会 議 長 阿 部 寿 一

栃 木 県 議 会 会 議 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 則 は 、 栃 木 県 議 会 会 議 規 則 （ 昭 和 三 十 七 年 栃 木 県 議 会 規 則 第 一 号 。 以 下 「 既 存 規 則 」 と い

う 。 ） の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 規 則 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 規 則 に お け る 右 方 は こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 既 存 規 則 （ 以 下 「 改 正 後 規 則 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 規 則 に お け る 上 方 は 改 正 後 規 則 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 規 則 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 規 則 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 規 則 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 章 及 び 条 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（
四 促 音 に 用 い る 「 つ 」 「 っ 」

２ 前 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 議 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 議 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。



（29）号外第58号栃 木 県 公 報令和３（2021）年10月29日　金曜日

○ 栃 木 県 議 会 会 議 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則 の 制 定

栃 木 県 議 会 規 則 第 四 号

栃 木 県 議 会 会 議 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 議 会 議 長 阿 部 寿 一

栃 木 県 議 会 会 議 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 則 は 、 栃 木 県 議 会 会 議 規 則 （ 昭 和 三 十 七 年 栃 木 県 議 会 規 則 第 一 号 。 以 下 「 既 存 規 則 」 と い

う 。 ） の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 規 則 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 規 則 に お け る 右 方 は こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 既 存 規 則 （ 以 下 「 改 正 後 規 則 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 規 則 に お け る 上 方 は 改 正 後 規 則 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 規 則 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 規 則 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 規 則 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 章 及 び 条 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（
四 促 音 に 用 い る 「 つ 」 「 っ 」

２ 前 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 議 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 議 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。○ 栃 木 県 議 会 傍 聴 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則 の 制 定

栃 木 県 議 会 規 則 第 五 号

栃 木 県 議 会 傍 聴 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 議 会 議 長 阿 部 寿 一

栃 木 県 議 会 傍 聴 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 則 は 、 栃 木 県 議 会 傍 聴 規 則 （ 昭 和 四 十 五 年 栃 木 県 議 会 規 則 第 四 号 。 以 下 「 既 存 規 則 」 と い

う 。 ） の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 規 則 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 規 則 に お け る 右 方 は こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 既 存 規 則 （ 以 下 「 改 正 後 規 則 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 規 則 に お け る 上 方 は 改 正 後 規 則 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 規 則 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 規 則 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 規 則 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 様 式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 規 則 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 条 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（
四 促 音 に 用 い る 「 つ 」 又 は 「 ツ 」 そ れ ぞ れ 「 っ 」 又 は 「 ッ 」

２ 前 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 議 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 議 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。



（30） 号外第58号令和３（2021）年10月29日　金曜日 栃 木 県 公 報
○ 栃 木 県 議 会 傍 聴 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則 の 制 定

栃 木 県 議 会 規 則 第 五 号

栃 木 県 議 会 傍 聴 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 議 会 議 長 阿 部 寿 一

栃 木 県 議 会 傍 聴 規 則 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 規 則

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 則 は 、 栃 木 県 議 会 傍 聴 規 則 （ 昭 和 四 十 五 年 栃 木 県 議 会 規 則 第 四 号 。 以 下 「 既 存 規 則 」 と い

う 。 ） の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 規 則 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 規 則 に お け る 右 方 は こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 既 存 規 則 （ 以 下 「 改 正 後 規 則 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 規 則 に お け る 上 方 は 改 正 後 規 則 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 規 則 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 規 則 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 規 則 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 様 式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 規 則 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 条 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（
四 促 音 に 用 い る 「 つ 」 又 は 「 ツ 」 そ れ ぞ れ 「 っ 」 又 は 「 ッ 」

２ 前 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 議 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 議 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。○ 栃 木 県 議 会 告 示 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示

栃 木 県 議 会 告 示 第 二 号

栃 木 県 議 会 告 示 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 議 会 議 長 阿 部 寿 一

栃 木 県 議 会 告 示 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 告 示

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 程 は 、 こ の 規 程 の 施 行 の 際 現 に 公 表 さ れ て い る 告 示 （ 以 下 「 既 存 告 示 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左

横 書 き に 改 正 す る こ と に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 告 示 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 告 示 に お け る 右 方 は こ の 規 程 に よ る 改 正 後 の 既 存 告 示 （ 以 下 「 改 正 後 告 示 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 告 示 に お け る 上 方 は 改 正 後 告 示 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 告 示 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 告 示 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 告 示 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 様 式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 告 示 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 章 及 び 条 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 号 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

こ れ を 引 用 す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

四 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（

２ 前 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 議 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 程 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 議 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。○ 栃 木 県 議 会 訓 令 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 訓 令 の 制 定

栃 木 県 議 会 訓 令 第 一 号

議 会 事 務 局

栃 木 県 議 会 訓 令 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 議 会 議 長 阿 部 寿 一

栃 木 県 議 会 訓 令 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 訓 令

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 訓 令 は 、 こ の 訓 令 の 施 行 の 際 現 に 公 表 さ れ て い る 訓 令 （ 以 下 「 既 存 訓 令 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左

横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 訓 令 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 訓 令 に お け る 右 方 は こ の 訓 令 に よ る 改 正 後 の 既 存 訓 令 （ 以 下 「 改 正 後 訓 令 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 訓 令 に お け る 上 方 は 改 正 後 訓 令 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 訓 令 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 訓 令 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 訓 令 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 別 表 及 び 様 式 に つ い て は 、 適 用 し な

い 。
（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 訓 令 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 条 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（
四 促 音 に 用 い る 「 つ 」 「 っ 」

２ 前 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 訓 令 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 訓 令 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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○ 栃 木 県 議 会 訓 令 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 訓 令 の 制 定

栃 木 県 議 会 訓 令 第 一 号

議 会 事 務 局

栃 木 県 議 会 訓 令 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 十 月 二 十 九 日

栃 木 県 議 会 議 長 阿 部 寿 一

栃 木 県 議 会 訓 令 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 訓 令

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 訓 令 は 、 こ の 訓 令 の 施 行 の 際 現 に 公 表 さ れ て い る 訓 令 （ 以 下 「 既 存 訓 令 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左

横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 既 存 訓 令 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 訓 令 に お け る 右 方 は こ の 訓 令 に よ る 改 正 後 の 既 存 訓 令 （ 以 下 「 改 正 後 訓 令 」 と い う 。 ） に お け る 上

方 と し 、 既 存 訓 令 に お け る 上 方 は 改 正 後 訓 令 に お け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 訓 令 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 訓 令 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 既 存 訓 令 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 別 表 及 び 様 式 に つ い て は 、 適 用 し な

い 。
（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 訓 令 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 条 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 ア ラ ビ ア 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） ア ラ ビ ア 数 字

）
一 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
二 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

（）
三 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表

（ 現 が み ら れ な い も の）
四 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除

（ く 。 ））
五 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

（
四 促 音 に 用 い る 「 つ 」 「 っ 」

２ 前 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 訓 令 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 訓 令 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 令 和 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。


